
 

 

医師確保・少子高齢化対策特別委員会会議記録 

 

医師確保・少子高齢化対策特別特別委員長 三浦 陽子 

１ 日時 

  平成 20 年９月４日（木曜日） 

  午前 10 時４分開会、午前 11 時 53 分散会 

２ 場所 

  第２委員会室 

３ 出席委員 

  三浦陽子委員長、高橋比奈子副委員長、伊藤勢至委員、佐々木順一委員、 

  千葉康一郎委員、千葉伝委員、平沼健委員、工藤勝子委員、 

  吉田洋治委員、小西和子委員、斉藤信委員 

４ 欠席委員 

  郷右近浩委員 

５ 事務局職員 

  武蔵担当書記、高杉担当書記 

６ 説明のため出席した者 

  財団法人いわてリハビリテーションセンター長 高橋明氏 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

 (1) 「高齢者が住み慣れた地域で暮らすためのシステムづくり」について 

 (2) その他 

  次回の委員会運営について 

９ 議事の内容 

○三浦陽子委員長 おはようございます。ただいまから医師確保・少子高齢化対策特別委員

会を開会いたします。 

 なお、郷右近浩委員は欠席とのことでありますので、御了承願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日は、お手元に配付いたしております日程により会議を行います。 

 これより「高齢者が住み慣れた地域で暮らすためのシステムづくり」について調査を行い

ます。 

 本日は、講師として財団法人いわてリハビリテーションセンターセンター長高橋明氏を

お招きしておりますので、御紹介申し上げます。 



○高橋明講師 おはようございます。いわてリハビリテーションセンターの高橋でござい

ます。きょうこういう機会をいただきましたことに感謝申し上げます。よろしくお願いしま

す。 

○三浦陽子委員長 高橋先生の御経歴につきましては、お手元に配付いたしておりますと

おりでございます。 

 本日は、「高齢者が住み慣れた地域で皆と共に暮らすためのシステムづくり」と題しまし

て、高橋先生より御講演をいただくことにしておりますが、高橋先生には御多忙のところ、

御講演をお引き受けいただきまして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 これから御講演をいただくわけでありますが、後ほど高橋先生を交えての質疑、意見交換

の時間を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、高橋先生、よろしくお願いいたします。 

○高橋明講師 それでは、お話を始めたいと思います。高齢者という部分を除きますと、こ

れはもともとは障がい者なのですが、障がい者が住み慣れた地域でともになれ親しんだ

方々とともにですが、暮らすためのシステムづくりというのは、リハビリテーション施設協

会という、リハビリテーション団体と並ぶ大きなリハビリテーションの協会がございます

が、そこがたしか 1977 年から掲げているテーゼでございまして、御依頼をいただいたとき

にちょっと懐かしく聞いているところです。同時に、だんだん高齢社会が進んでまいりまし

て、皆様方がある意味切実に感じている義務になってきたのかなと、こういうふうに感じて

いるところでございます。このテーマにつきまして、一応ここにございますように問題の概

要と、それから対策ツールとしてのリハビリテーション、そして最後に、うちのいわてリハ

ビリテーションセンターも開設以来 16 年になりますが、残念ながらこの組織は実は未完成

であると。最初の昭和 60 年ごろだと思いますが、そのころの開設の理念とかプラン、そう

いうものは実は果たされていないということをお示ししてお話をしたいなと、こういうよ

うにきょうは考えてまいりました。 

 問題の概要でございますが、なぜこのような命題が浮上するのかということですが、そし

てそれを私どもがどのようにとらえているかということでございます。そして、現実にどの

ようになっているのか、そして我々は死に場所を選ぶことができるのかと。では、その現実

でありますところの隔離・隔絶・転地・転居、これがなぜ、どれほどのものなのかというこ

とをお示ししたいというふうに思います。そして、日本の社会保障の現実、日本は、そして

岩手は幸せなのかということを考えていただきたいなというふうに思います。小泉前首相

は聖域なき改革ですし、つい最近のお話でございますが、銚子の市民病院がやめる、やめな

いの話になりまして、そのときに、結果としては廃止になりました。これは、実は銚子の市

民病院から 15 分ほど車で行ったところに、隣の町ですが、旭中央病院という巨大な病院が

ありまして、実際銚子の患者さんみんなそっちのほうに行ってしまっているから実はつぶ

れてもよかったのですけれども、何も実害がなかったわけですが、しかしながらそのときに

市会議員さんたちが、これは命の問題なのだと、コンビニとかレストランの話しているわけ



ではないと言い放ったわけですね。私これ実にそのとおりだなと、こういうふうに思いまし

て感動してしまったのでここに書かせていただきました。 

 このグラフは国勢調査からとったものでございまして、大体昭和 35 年ぐらいまで本県の

人口も順調に右肩上がりで上がってきている。本来だとこういうところに来ているのです

が、ここから皆様も御存じのとおり少しずつ、少しずつ下がりつつあると。この中で非常に

顕著なのは、15 歳以下の子供の年齢の人口がどんどん下がってきているということですね。

そして、同時に 65 歳以上の高齢人口がふえている。なのに、世帯数がどんどん上がってい

く。これは一体どういうことかということでございます。少子化というのは、ここにござい

ますけれども、高齢人口がふえているのに、そして生産人口のあたりがふえない、少しずつ

減ってきている。だけれども、世帯数がふえている。これは、年をとると一人になっていく

ということを意味しているのではないかということで、ここに書きましたように老年人口

の増大、それから世帯数の急増という問題がこの状態から見られるということができる。ど

ういうことだということですね。 

 そして、毎日診察室に座っていて、そして患者さんを帰そうとすると、自宅に戻せない人

がふえている。理由は、老・老介護、そして実は奥さんあるいはだんなさん、お相手の連れ

合いの方がやっぱり体に障害を抱えていらっしゃるのですね。つまり障・障介護ですね。障

がい者が障がい者を介護するということ。激しくなると認知症の連れ合いの方がやっぱり

認知症になってしまった方を介護しなければならない。こういう認・認介護というものです

けれども、こういう状態がある。では、その方々を周囲の方々が支援できるのか。それがな

いのですね。ですから、自宅に戻せない。本来は自宅に帰れるレベルなのだけれども、いろ

んな事情により帰れない。やっぱりそれは地域の支援力がなくなってしまっているから。そ

して、きのうも私、一緒についてきた方、奥さんか一緒に住んでいる方かなと思ったら、た

だのいとこだって言うのですけれども、独身だから、これ退院したときどうするのだ。そん

なのばかり来る。独身の独居世帯の方がどんどんふえているのですね。どうするのだよ。そ

ういう意味で、御家族がいらしても、本来は家族というのは最小限の社会単位だった。とこ

ろが、この家族が社会としての機能を果たさなくなってしまっている。もう家族の一員が障

害になった場合に面倒を見れないのですね。経済的にもそうですし、心理的にもそうです。

自分が倒れてしまう。そういう状況になって、要するに介護力ゼロ家庭ばかりになってしま

っている。遠距離介護とか、実は私出身が東京の池袋でありまして、94 歳の父親がおとと

しまで開業しておったのですが、去年ちょっと大病を患いまして私も遠距離介護をやって

いる身でございます。そういう方々がたくさんいるのですね。何かあったときにすぐには行

けない。実はことしの２月に、腹が痛いから、もうすぐそばに都立大塚病院というところが

あるのですが、そこに収容されていった。翌朝外科医長から電話がありまして、94 歳の方、

手術したことがないと。イレウスなのです、手術しないとだめなのです。本人は切れ切れと

言っている、やっていいかと。そういう許可を求められまして、前も３カ月ほど私の病院に

夏場１年ちょっといたものですから体力がある程度沈静化しましたので、お願いしますと



言って、１週間ほどで帰ってきたわけですが、何かのときにすぐ駆けつけられないのです。

何なのだろうという、そういう。いろんな格好でいろんなものが壊れていっている。それは

社会変化と本当に言えるのだろうかということです。家に帰れないということは、我々行き

場所、死に場所さえも選べない時代にもうなってきてしまっているという感じなのです。 

 実際に自宅を離れて生活する人々、高齢世帯 65 歳以上ではどうなのか。全国では大体人

口１万人当たり 260 人くらいですね。本県では高齢化率高うございますので、296 人いらっ

しゃいます。どういう方、どういう格好になっているのかといいますと、これは福祉サイド

のデータだけでございまして、医療サイドのほうは老健入所者が 5,400 人、認知症グループ

ホームが 1,200 人、療養型病床については集計することはできませんので、どんなふうにな

っているのか実態は不明でございます。実態はかなりこれよりも多いだろうということに

なっております。そして、この本県の４万 600 人の方々の内訳はどういうことになっている

かというと、お金がかかる軽費老人ホームだけが少のうございますが、全国平均に比べて例

えば老人福祉施設を集計している。やっぱり全国平均よりもずんと多いと。そして、特養も

養護老人ホームもやはり多い。ショートステイも多いという格好で、ある意味収容所ネット

というベースがございましたが、本県の場合収容所県ということが確実に言えるというこ

とでございます。 

 世帯数のほうはどうなっているのだということになりますと、昭和 55 年に比べて一昨年、

３年前ですね、平成 17 年が総世帯数では全国平均では伸びていっているのですが、高齢の

単身世帯ですね、じいさん、ばあさんがおひとりで住んでいらっしゃる。昭和 55 年当時は

連れ合いを亡くしたおばあさんが住んでいるという、そういう状況だったのですが、今は男

性も女性もぽんとふえてしまっている。そして、高齢夫婦だけの世帯というのがべらぼうに

ふえている。一緒にせがれや孫が住んでいるという世帯はずっとなくなってしまっている。

こういうことになります。みんなどこに行くのか。みんな遠くの、例えば仙台であるとか、

東京であるとか、京阪神に行っている。そういう格好でもう子供たちは自分の手元にはいな

いと。そういう状況の夫婦が圧倒的に多いというところでございます。長生きはしているけ

れども２人だけと。 

 私どもが感じている、これは私だけではなくて診療に携わっている高齢の方々を診る機

会の多い医師たちはみんな同じ印象を持っていると思います。高齢の老人世帯がどんどん

ふえている。おひとり様がふえている。これは若いときからずっと延長ですね。結婚しない

方が非常にふえている。こういう方々は他人の介護だけが頼りであって、必需品というのは

金かと。そして、そういう方々に共通するのは、今回メタボ対策だのなんだの言っておりま

すが、それ以前の問題で、御飯を食べることができない。吉野家さんとかそういう新たな定

食サービスとかいろんなことをやってはきていますけれども、定型的な給食がございます

と、昼は半分あるいは３分の１だけ食べるのですね。なぜ全部食べないかというと、残った

分を夕食あるいはあしたの朝まで食べるということをせざるを得ないのです。御飯をもう

食べられない、ひとりで食べるというのも難しい状況の人が、あるいはひとりで食べてもお



いしくないから食欲が進まないのかもしれないし、そういう意味で非常に貧困な食生活に

陥っている。そういう人たちは栄養がダウンしますので、また新たな病気を引き込むと、こ

ういう悪循環になりつつある。そして、もう居どころがなくなってしまって、役割自身がも

うなくなって、野積みされている車のポンコツ車と同じと、そういう状況が今はっきりして

きておる。行く場所がない。そしてまた、デイサービス、デイケア、介護保険サービスを見

ますと、これはもうある意味どうしようもない部分があります。40 歳、50 歳の人をデイサ

ービスに行かせますと帰ってきてしまうのですね。なぜかというと、供給されるサービスと

いうのは 70、80 の、要は言ってみれば自分のおやじ、おふくろの世代向けのサービスなの

ですね。皆さん考えてみてください。皆さんに御両親いらっしゃる、今も御存命かどうかわ

かりません。だけれども、お子様はいらっしゃると思うのですね。お子さんと同じサービス

を自分が受けたら楽しいかと。やっぱり世代間であるのですね。見ていて楽しい、あるいは

共通の話題というのが。例えば、我々の世代というのは恐らくここにいらっしゃる方みんな

長嶋のこと覚えていると思いますね。だけれども、今若い者に長嶋の話ししたって、「だれ、

それ」って言います。そういうことなのです。そういうサービスを我々も提供せざるを得な

い。・・さんだとそれなりの人間がいますから２つのサービスを同時に供給するということ

は可能かもしれないけれども、普通のところではそんな器用なことできません。 

 なぜそうなったかということの一端として、時代は今治らない時代になってきた。どうい

うことかと言いますと、私どもは発展途上社会と言っておりますけれども、かつて例えば昭

和 25 年まで死因の第１位というのは感染性呼吸器疾患、すなわち結核だったのです。それ

まで結核というのは若い人がかかるのですね。年寄りはかからないもので、若い人が結核に

かかって、そしてそのことによってたくさんの人が死んでいったし、兵隊にもとられなかっ

た、大きく人生が変わってしまったのですね。だけれども、同時にかかって死ななければ治

るという、そういう状況があります。急性疾患の感覚的な一番の分類というのは風邪でござ

います。風邪はそのときにまかり間違って死ななければ必ず治るのです。死ななければ治る

のですね。風邪を引いている、あるいは病気になっているうちに結核になって、山の中のサ

ナトリウムにいた時期というのは人生の特殊な一時期だった。そして、それは例えば高利貸

しが来ても自分は病気だからと言えば、高利貸しのほうも、では、治ってから払ってねって

言って帰ったのですね。病者役割という独特の社会学上の役割像というのがあります。そし

て、医療サービスも集中管理であって、これはもうお任せ医療、他人が口出ししようたって

口出しできる範囲ではなかった。そのときのキーワードというのは、すなわち人生で言う寿

命でありました。そのときのリハビリの目標というのは、能力低下の対策ということと、あ

とその結果としての社会的な不利益に対しての克服、これが既往のテーマでございました。

現代ではどうか。成熟高齢社会では、疾病の中心というのは慢性疾患になってしまう。そし

て、疾病概念として重要なのは、結局それは治るのか、糖尿病、高血圧が治るのか。高血圧

は 40 年薬飲んだら治るのか、治りません。糖尿病もそれは膵臓の老化ですので治りません。

治らないです、それは体が年とってしまったから。ということは、病とともに生きるという



ことを、そう思うようになってしまうのですね。そして、病自身もむしろ自然な状態なのだ。

その中で病者役割というの通用するか、しないです。病気でもやっぱり何らかの社会的な役

割を遂行しなければいけない。やってもらわないと困る。そこで登場したのが障がい者役割。

本人が病者役割とは区別された役割として登場してきております。そうなると、働かなけれ

ばならないから、働いたその場所でいろいろな医療を受けなければならないということで、

集中してやることができない。ですから、分散管理と、こういうことになりますし、医療は

自身の選択、自分がどうするか、自己責任ですね。血圧の薬を飲まなければ飲まなくてもい

い、そのかわりそのツケは自分で払う。こういう時代になってきております。そうなります

と、キーワードの部分というのは何になるかというと、人生の質、ここはもう達成されてお

りますので、あとは自分の人生の姿勢と蓄積。これがキーワードとなるわけです。そうする

と、リハビリテーションの目標というのをいかに意義のある余生を送れるようにするかと

いうことに尽きてくるかと思います。 

 生きていることが危険なのだと。これは認識しなければならない時代に今もうなってき

てしまいました。治らない時代をどう生きるか。生きるということ、老いるということ、病

ということはどういうことなのか。やがては死ぬという、この受容というものが必要ではな

いかということですね。きみまろの漫談で登場いたしますこのフレーズですね、そのとおり

でございます。これはきみまろが初めて言ったわけではなくて、今から 200 年前に、失念い

たしましたが、偉い哲学者も同じことを言っております。人生はおむつで始まり、おむつで

終わると。その間が人生なのだということであります。ところが、現在の社会は契約社会で

ございまして、契約できる人間が人間であってそれ以外の者は人間でないと。赤ん坊どうな

のだ、じいさん、ばあさんどうなのだ。でも、赤ん坊というのはかつての自分であって、じ

いさん、ばあさんというのは将来の自分でございます。ですから、昔から言われている、子

供しかるな来た道だもの、年寄り笑うな行く道だものというのは、もうそのとおりでござい

ます。何かこれがどうも忘れ去られている時代になりつつあるなと。例えば、第２次世界大

戦前後に活躍しました、内科医であって世界で最初の医療社会学者と言われているＨ．シゲ

リストという方いらっしゃいますが、この先生が言った言葉で、病気というのは文明がつく

り出すのだと。これは文明によって病気というのは変わっていくのだということですね。 

 その辺のところを押さえつつ次のコーナーにいきたいと思いますけれども。ノーマリゼ

ーションあるいはノーマライゼーションという言葉がございます。これはどういうことか

というと、もし強いて日本語に訳すなら正常化運動ということですね。正常化運動というか

らには、今現在が正常でないという認識があるわけでございますけれども、ではあなたが言

う正常な社会というのはどういうことですかという、そういうことを聞かれたら、みんな知

っているバンクミケルセンという、これはデンマークの厚生省の障害保健福祉課長。この方

は 30 歳で任官して 62 歳だか 65 歳で御定年になるまで生涯同じ職にあった方です。厚生大

臣とかあるいは総理大臣の信任を求めたのがあったわけですけれども、私は生涯これでい

くと、これでいいと言って、ずっと同じ職にとどまった方です。その方がお答えとして言っ



ているのは、どんなにハンディが重くとも、普通の生活ができるように環境を整える。もし、

自分が障がいを持ったとしたら、自分ならどうして欲しいか、そういうことを考えればサー

ビスマンとしてあるいは周囲の人として自分がどう立ち回ればよいかということが出てく

るのだろう、こういうことでありますね。それをもって 1956 年ですか、このノーマライゼ

ーションをそのまま法律に位置づけた最初の国になったわけでございます。その意味で、も

しあなたならどのような処遇、どのような生活、どのような人生の最終章、老後を望むかと

いうことです。しかしながら、この問題の最大のポイントは非常に哲学的な理念ではありま

すが、これをどう実現するかということであります。このノーマライゼーションが日本に入

ってきたのは今から大体 40 年か 30 年ぐらい前、教育畑から入ってきて、まだ医療の社会

に完全に入ってきているわけではございません。リハビリテーションの世界では、リハビリ

テーション理念と非常に近いというかベースになっている。ほとんど同じころにでき上が

った理念でございますので、病理医学をやっている連中はよく知っている。このように思い

ます。 

 私ども診ていて思うのは、血縁が希薄になってしまっている。地縁も希薄になっている。

職縁も希薄になっている。この希薄な人々のえにし、このきずなをどうやって再構築するか。

これは再構築できるのかということですね。家族というのは、本来生活をともにする人たち

であって、同じかまの飯を食う者であって、そういうえにしがあるはずなのですが、これが

どうもばらばらになってきている。おにぎりではなくて米粒になってしまっていると思う

のですね。中でぎゅっと握っていなくて、それが外れるとばらばらになってしまう。ただ、

そういう印象を非常に強く最近持つようになりまして、ではその辺をどうするのだと。医療

というのはその中で地域のインフラでございますので、医療の再構築というのは地域自身

の再構築につながるのではないかなという印象を持っております。 

 そういうことで、地域医療リハビリテーション支援体制整備推進事業というのは、平成 10

年から始まりまして、本県でも最初の 10 年から参加しておるわけです。経歴の中にも書き

ましたが、私最初の厚生省の会議でも参加いたしまして、マニュアルづくりに監修いたしま

した。本県圏域に話がおりてきまして、連携指針ですね。地域リハビリテーション連携指針

を平成 13 年に策定いたしまして、そして県内９つの保健医療圏に広域支援センターを指定

いたしましたのですが、その病院、病院でいろいろな事情もあるわけで、みんながこの辺の

ところをうまく理解できるかと、そしてそのための人員を割けるかというと、そうではない。

ですから、県内でも非常に頑張って日本の標準よりも上に行っているところもある一方、な

んだそれでは、というところもございます、残念ながら。ただ、介護保険が平成 10 年に始

まって、だんだんいろんな社会資源がふえるとともにいろいろみんなの意識が高まってき

たということもあって、その差は縮まってきているなというようなのが私の印象でござい

ます。ここにございますこの地域リハビリテーション、略して地域リハと言いますが、地域

リハというのは何なのかといいますと、病院の中で行われる施設リハのアンチテーゼとし

てもともとは出発しております。リハビリをやるのに病院の中でやる必要はないだろう、ど



こでもできるはずだよね。実際には、地域には兵隊がいませんので、病院から出向いてやっ

ているということで、おのおののリハビリにとってみればものすごい負担になってしまっ

ている。介護保険の中で点がつくようになっておりますが、お金のないところではできない

という、余り伸びていかないという問題があって難しいと思います。一番大事なのは保健師

さんなのです。その各行政機関におられる、市町村におられる保健師さんが大事なのですが、

どこの市町村も財政が厳しいですから保健師なんか要らないだろう、橋のほうが大事だろ

うということで、そういうふうになってしまって保健師さんの首がどんどん切られて、私ど

も全然受け皿がなくなってしまって、話が進まないよという状況でものすごい苦労してお

ります。今現在では、人々がその地域でそれこそ安全に、かつ慣れ親しんだ人たちとともに

暮らすという、その目標を達成するための補完だったのですが、今のところに持ってきた設

備ということにはなっておりますが、なかなかうまくいかないというのが現状でございま

す。 

 身体障害者手帳というのがございます。これの現状はどういうふうになっているのかと

いうことなのですが、本県、昨年度末現在の集計では５万 6,077 人、20 人に１人でありま

す。バスに皆さんお乗りになったとされますと、バスの中には２人ぐらいはいなければなら

ない。どういう方が身体障害者手帳を持っているかといいますと、３分の２は肢体不自由で

ございます。この部分ですね。ところが、金額ベースで一番でかいのは腎臓でございます。

腎不全。透析の方が一番多い。その次に心臓のペースメーカーの方がいる。ほかの方ですね。

そのほかに呼吸器が悪くなって酸素とか何かが必要な方がいらっしゃる。あと、人工肛門と

か。最近道の駅でトイレに特殊な装置が備えられているようになった。直腸がんがふえてい

ますので、直腸がんの方々のかなりの数の方が人工肛門になってしまう。この方々、排せつ

の部分がとても大変で、周囲に何かにおいが気づかれるのではないかということで外出が

できないのですね。今まで全く世間はそういう声に配慮してこなかったのでトイレが全く

なかったのですが、道の駅運動ができたときに私どもの仲間がものすごく働きかけをして

叫んで、土木事務所にかけ合って、とにかくトイレを整備してくれと言って、かなりの道の

駅にその洗浄用の設備を取りつけることができました。おかげで人工肛門の方も外に出ら

れるようになってきつつあります。ただ、それ以外に障がい者はやっぱりみんながわからな

いところで自分の弱点というものを感じておりますので、なかなか外に出ない。東京とか大

阪に行ってすごく感じることは、障がい者がまちにいっぱいいるのです。公園にいます。公

園に行きますともうほとんど日常の風景として障がい者がいます。本県どうですか。まちに

障がい者がいませんよ。異常ではないですか。20 人に１人いるのですよ。なのに、障がい

者がまちにいない。そして、その中身もほとんどは１、２級という重症の方が 70 歳以上だ

ということです。９割方は 70 歳以上。だから、障害者手帳を持っている中の６割は肢体不

自由であって、その肢体不自由のほとんどが脳卒中による高齢者ということですね。ここが

まず１つ。だけれども、それだけではない、障がい者というのは肢体不自由者だけではない

ということ、それをちょっと強調してみたいなと、こう思います。そして、目が見えない方



もやっぱりおられるのです。そして、耳が聞こえない方もやっぱりおられるのですね。その

方々どうしているか。そういうことにも意識をめぐらせていただきたいなと、こういうふう

に思います。 

 リハビリテーションというと片仮名で非常にわかりづらいです。これは後でまた詳しく

お話しいたしますけれども、理念的に日本人がリハビリ、本当に最後までわかるのかなとい

うちょっと疑問があるところがあるのですが、日本の政府はリハビリテーションがわかり

にくいので更生と訳しまして、更生医療と、このように言っておるわけですね。更生医療と

いうのはどういうものかというと、ここに書いてございますように身体障がい者に医療を

給付し、その障害を除去または軽減し、日常生活能力または職業能力を回復し、獲得させる

ことを目的とする医療。このように言っております。つまり障害者手帳を持っている者は、

職業能力を回復するということがやっぱり最終的な目標。それができない場合にはまず生

活をきちっとできるようにということですね。そのためにこの障害者手帳を交付する。これ

が前提であります。そして、永続する障がいを対象とし、疾病を対象とする一般医療とは一

線を画す。更生相談所の判定書というのは私ども医者が書いている、知らない人についてオ

ーケーという判こを押す義務を負っておりますが、精神手帳、療育手帳とかと同じように、

更生相談所の判定書に基づき、更生医療券に記載された医療に限られる。どういう内容にな

っているかといいますと、視覚障害でございますと、白内障の場合に水晶体摘出術、あるい

は網膜剥離があったら網膜の手術をするとか、聴覚障害の場合は耳の手術をするとか、ある

いは心臓の場合、先ほど申し上げたようにペースメーカーを入れるとか、腎臓の場合は人工

透析をやるとか、エイズまでその対象となります。いろんなお金がいっぱい出てくるのです

が、私どもの肢体不自由は本当にお金ないなという、ものすごく数はいるのだけれども、お

金ないな。こういうところにあるわけでございます。 

 ここでリハビリテーション医療を理解するということでありますけれども、リハビリテ

ーションというのはまず理念だということを知っていただきたいなと思うのですね。医学

の中でどういうふうな位置にづけにあるかというと、普通の内科とか外科とかそういった

ような一般の診療科が病理医科学というカテゴリーにいかされるとするならば、リハビリ

テーションというのは基本的に機能医科学ということになります。そして、病理医科学とい

うのはその考え方、処置の底を流れる理念、これは医学モデルというのに書いておりますね。

医学モデルというのはどういうものなのかというと、ぐあいが悪いとか、そういう症状が何

で起こるかというと、それは病理というものがあるからであります。その病理を除去すれば

症状は取れる。病理を除去するための薬とか、病理を除去するための手術、これをするわけ

ですね。病理というのは原因があるわけで、原因をなくせば症状はなくなるではないか。典

型は風邪でございます。ところが、では病理も病因もなくなっているのに症状だけがある片

麻痺とか、あるいは切断された足とか、そういうものはどうしてくれるのだ、こういう問題

が起こるわけでございますが、それに対して医学モデルでは語れない。そのときに生活機能

モデルというのが必要になってくると言われております。これがリハビリテーションの一



つの解決策ということでございます。 

 それはまたおいおいお話しすることにいたしまして、もう一つの自宅を離れて生活する

方々がおられます。これは生産年齢の方々でございます。全国は人口１万人当たり 4.9 人に

なっているのですが、本県では自宅を離れて生活する方々は 8.2 人と倍近い。どういうとこ

ろなのか。障害福祉部分というのが圧倒的に多いわけですね。入所割合が高いです。知的援

護についても入所割合が高い。特に身体障害の場合倍近いですね。それだけ本県では障がい

者の入所割合が全国平均より高い。どうなっているのだということであります。 

 私ども診ていてとてもこのゾーンに対して思うところは、まずリハビリテーション医療

が未成熟だということでございます。どういうことか、実態どうなっているのだということ

になりますと、まず子供さんが 30 代、40 代でありますと両親はまだ御存命で、元気なので

すね。その方々が、ぐあいが悪くなってしまった子供、連れ合いや娘の面倒を見る。だけれ

ども、その方々がだんだん年とっていっていますので、親亡き後の支援をどうするのだ、そ

ういうところをもって、その人たちをどうするのだと言われるのですが、いずれその子供を

介護する老親というのは、とてもつらいですよね。そして、やっぱり介護力ゼロの方々がた

くさんおられます。家族の社会としての機能が全くなくなっているような方がかなりおら

れる。そして、先ほど申し上げたいわゆる役割業の話ですが、患者役割から障がい者役割に

転換するということを拒否する方も多い。なぜかといいますと、障害ということの本質に職

を失い生活できなくなるということがあります。障害というのは、手や足がなくなったとい

うことではないのです。そうした上で結局生活がなくなってしまう。生活のめどが立たなく

なってしまう。それが障害の本質だからです。そのことを本能的に感じるから自分が患者だ、

患者だと言って病院にすがろうとするのです。病院は何もできません。だって病院は医療を

するところであって生活をどうにかするという場所ではないからです。どうしてくれるの

だろう。病院長として、医者として私は皆様方に訴えたい。どうするのだよということです

よね。彼らは居どころをつくれないのです。行き場がないのです。病院しか行くところない

のですね。どうしてくれるのですか。 

 対策ツールとしていろいろ世間が考えてきたことがリハビリテーションということなの

ですね。そして、何を、どう治療し、どこに向かうか。そこのところを考えてみたいと思い

ます。 

 リハビリテーション医療にはいろんなステージがあるのですが、まず普通に生活されて

いた方が救急車に乗って、救急車は毎日働いておりますけれども、中央病院なり医大に担ぎ

込まれる。そのときに中央病院、医大では何をするか。まず治療するわけですね。そして、

時間があればリハビリをやるという格好で一つの片手間みたいにして急性期リハビリが行

われます。その後、今制度上回復期リハというのがあって、私どものところなんかそうです

が、ここに入ってくる。では、ここでやることは何なのかといいますと、本質的にボディー

イメージを損なわれた障害とか麻痺とか、あるいは機能がどんと低下したという状況が疾

病というもののある意味本質でございます。自分の体ってこんなものだよねというイメー



ジを私ども持っておりますね。それを身体イメージというふうに言っておるわけですが、そ

ういう意味ではこのボディーイメージが損なわれてしまう。これを再構築していく。麻痺に

なってしまったのだから、切断されてしまったのだから、あるいは目が見えなくなってしま

ったのだから、おまえはこういうふうになったのだよ、おまえの体はこういうふうになった

のだよ、だからこの体でもって日常生活活動能力をまたつくり上げようねというのが回復

期リハの仕事でございます。ところが、これが数カ月でできるのかというと、なかなかそう

いかない場合も多うございまして、場合によっては１年そこら超えていく場合もあるので

すが、厚労省はむごいことに６カ月で打ち切りということに今なっておって、しかも 90 日

以内で頑張れなとしりをたたかれるものですので、どこの病院でも３カ月ルールというの

がおのずとでき上がって、３カ月たつと放り出されるのだって、世間ではそう言っている。

私どもがやっているのではないのです。舛添先生がそう言うのです。彼はつらいと思います

ね。知ったら本当につらいと思います。どうするかと。病院もつらいと思います。もっと大

変です。ただそうするしかない、現場で調整しているのですね。そういう話は舛添君に言っ

てくれよと自分も言いたいし、恐らくみんな言っていると思います。そうやって一応そこそ

この日常生活活動能力を再獲得できた。そこでその人の生活スタイルというのを再構築す

る。それが地域リハのもう一つの面でございます。ですから、地域リハのことを社会的リハ、

このようにも言っております。これがなかなかうまくいかない。あわよくうまくいって自立

生活になればいい。それがだめでへろへろへろとなった場合、介護保険がやってくれるサー

ビス。これもなかなか今、制度が始まって８年になっていろんな問題がきしみ出してきてい

る。こういうところでございます。 

 先ほどございましたその生活モデルなのですが、リハビリテーションの構造としてまず

そういう患者さんを診たときに、目が違うみたいですね。あっ、形が動いている、ない。片

麻痺にかかったな。いろんな特徴的な格好になる。では、これは治るのかというと、治らな

いから障害と言われている。現代医学では残念ながら足の種、あるいは脳みその種どこにも

売っておりません。その意味で今の時点ではこれはどうしようもない。そして、先ほど申し

上げたように、ではこれが障害の本質かというとそうではないのですね。このことによって

職場にいられなくなって、職を失って、そして社会参加ということができなくなってしまう。

ここが問題なのです。では、これをどうすればいいか。どうにもならないものを考えたって

仕方ないでしょうとなるわけですね。そこで目をつけるのが、この部分なら操作可能だとい

うことですね。例えばこの部分に足がないというのであれば車いすをつけますか、耳が聞こ

えないというのだったら補聴器をつけますか、目が見えないというのだったら矯正できる

ものは矯正しましょうという格好で再び社会参加に持っていくということをやろうという

ことでございます。我々の目標はあくまでも社会参加。社会参加というのは何も就業だけで

はないですね。だって高齢者の場合は一応もう社会に参加する就業という格好は引退され

たわけですから。でも、人間というのは必ずその人にそれなりの役割というものがあるので

すよということは、皆さんよく御存じだと思うのですね。それは例えば外出であったり、観



光であったりというふうなこと。ではそういうことをどうやって達成するかということで、

先ほどの生活障害モデルに合わさって、周りのものをうまくいろんな進化がなされてくる。 

 周りを見渡していただければわかると思いますが、例えば先ほどの臓器機能、もうどうし

ようもないものに対してどうするのだということになりますと、透析をやるとか、補聴器を

やるとか、ペースメーカーをつけるとか、眼鏡をやるとか、義手をやる、義肢をやる、そう

いうふうに補装具が臓器の欠損に対して直接的にそれを補てんする。生活というものであ

れば、例えば車いすであるとか、あるいは障がい者用のベッドであるとか、嚥下障害という

ことであれば機能食品であるとか、いろんなユニバーサルな食品というのがございます。そ

して、どんな状況の人でも着られるという格好でＵＤファッションというのもありますし、

あるいは補助犬というのを法律でいろんなところに出入りできるようになっております。

そして、建物を建てるときも、平成６年に整備されたハートビル法という法律がございまし

て、公共建物がバリアフリーでないといけないということになっているわけでございます。 

 皆さん御存じかと思いますが、盛岡駅がものすごく便利になりました。それは、働きかけ

をしているからですね。逆にもうけを全部新しい整備新幹線につぎ込まなければならない

ＪＲ東海は怒られてしまいました。おまえのところは何もやっていないではないかと。これ

は、ＪＲ東海の支線の駅に行きますともう一目瞭然であります。ホームの段差、それからエ

レベーターとかは一切ないです。ＪＲ東日本の駅は駅内に全部エレベーターとかエスカレ

ーターがございます。それは障がい者がいろんなところに行けるように、空港も全部そうい

う格好で整備されておりますね。ところが、会社によっては、そういうのはわしはやらぬと

いうことを決めることもできるわけです。ＪＲ東海が典型的な会社でございます。みんなが

一律にやっているかというと、そうではない。やっぱりその福祉マインドがあるかどうかな

のですね。リハビリテーションマインドがあるかどうか。自分のこととしてとらえるのか、

あすの自分もそうなるかもしれない。だから、現職のうちにそれを整備しておかなければな

らない。私どももそうであります。自分も救急を 10 年前にやっておりました。四百五十何

枚の死亡診断書を書きました。全部不慮の事故であります。その人たちは、朝起きて死ぬま

での間、まさか自分が死ぬとは思っていないわけですよね。私救急をやっていて確信したこ

とは、自分も必ず死ぬということであります。同時に、今確信しているのは自分も年をとっ

てやがては障がい者になるということであります。ただ、私はある意味自分のためやってい

るということも考えられる。だけれども、同時に同じ世代に生きる者、これやっぱり大事に

したいですね。友達を大事にしたい、そういう思いもあります。もう私なんか実は同級生は

２人も入院しているのですね。幸いに私のところに戻ってきました。だれでもあるのです。

皆様方もいつなるかわからない。今のうちに自分なりに自分ができることでこれを整備し

ないとまずいですよ。ですから、私のところに通っている患者さんでもう長い人たち、今は

血圧の薬ぐらいで世間話に通っているのですけれども、そういう方々に、あなたにとってリ

ハビリって何だったのだねとお尋ねいたしますと、みんな同じことを言うのです。つまり人

生を新しくつくり変えたことであるねと言われますね。これは私、ほうと思いました。だか



ら、ここにスライドをつくってみんなにお見せしているのですね。 

 そして、今リハビリということが入ってきたのは中国から、かかわり合うようになって入

ってきているのですが、中国語で何と書くかといいますと、健康の復活と書くのですね。健

康を再び取り戻すということなのです。意外にみんな思われるかなと思うのですね。健康と

いうのは病気ではないことでしょう。 

 では、健康ってどういうことなのか。こういうことでございます。健康でありたいという

のは万人に共通する願いでありますので基本的人権です。健康が病気でないこと、これはＷ

ＨＯが健康って何だねと言われたときにぱっと答えが出ない状態に、一応健康とはこうい

うものだよねという、イメージを用意してございまして、1998 年に一応こういう格好でま

とめております。健康というのは、単に疾病や病弱が存在しないことではなくて、肉体的に

も、精神的にも、これは、言語はスピリチュアルという言葉を使っています。一応適当な訳

がないので自分は魂的にと訳したのですが、そして社会的にも安寧であって、完全に躍動的

状態であることをいう。数年前まで私のリハ・センに北松園中学の１年生が見学に来てくだ

さっていたのですが、彼らに聞きますと、大体 10 人ぐらいに聞きますとこのテーゼができ

上がってしまうのですね。健康とは何だ。これは子供なら思いつくことなのですね。ところ

が、逆に大人にこれを質問しますとここでとまってしまうのです。そして、いい人は、まし

な人ではこの辺まではできるのです。ところが、最後まで出てこないのが社会的にというこ

れなのです。社会的な存在でない人間なんていないでしょう。ひとりで暮らしているのって

ロビンソン・クルーソーだけですよね。その社会的任務というのが健康の重要なファクター

であるということをみんな気がつかない。これは日本人だけなのかどうなのか私外人に聞

いたことがないのでわかりませんですが、ちょっと非常に残念だなと、このように思います

ね。社会的にどうなのか。つまり自分は周りの人たちとつながっているという気分を持って

おれるかどうかということです。きずながあるかどうか。ここが非常に重要なことではない

かなと私は思います。 

 これは、リハビリテーションという言葉が普通はどういうふうに使われるかということ

を示す記事でございます。これ出典は 1984 年の３月 12 日でしたかね。アメリカの空軍隊

の大尉でございますが、これにリハビリテーション、ガリレオズイメージという、ガリレオ

の印象が復権しつつある。こういうことですね。リハビリテーションというのはもともと復

活するという意味の言葉でございます。ガリレオは 360 年前に地球が太陽の周りを回って

いるのだと言ったために、おまえは非人だということでローマ法王庁からすべての権利を

剥奪されて失意のうちに死んだ。そして、さきのヨハネ・パウロⅡ世が 360 年ぶりにそれは

誤りだったということを謝ったのですね。ガリレオは立派な学者だったとみんなの前で宣

言した。そのことによって彼の権利は復権された。そういうことでございます。そういうリ

ハビリテーションという言葉を医療に持ち込んだのは、実は 1943 年のアメリカ合衆国のリ

ハビリテーション協議会でございます。主導したのはアメリカの空軍大佐であったラスク

という先生でございますが、この人は傷痍軍人。片方がナチスと、片方は大日本帝国と戦っ



ていたアメリカが、その戦線から戻ってくる膨大な戦傷者、傷痍軍人をどうするかという、

そのときに人権と社会保障の両立を兼ねて、障がい者を身体的、精神的、社会的、職業的、

並びに経済的に可能な限りの有用性を発揮するように回復せしめることということで、リ

ハビリテーション医療というのを開始したわけでございます。すなわち、初めからリハビリ

テーションというのが社会保障をどうするかという、そういうときに使われていた。では、

日本国政府は傷痍軍人の方々に対して何をしたか。軍人恩給を支給して終わってしまった

のですね。この人を社会復帰させるという、そういう考え方は持てなかった。 

 ここで私がリハビリの説明するときに使っているやつなのですけれども、これ皆様方御

存じですね。これはジェームズ・フック、海賊船の船長でありますが、彼をつけねらってい

るのがここにもおりまして、フック船長のこの手と、実は足も食べられてしまっているので

すね。かじられてしまった船長は救急車で担ぎ込まれたのですけれども、県立中央病院に入

院した。その後、手と足の治療が終わって、手がなくなって、足がなくなった状態でいわて

リハビリテーションセンターに転院してきた。リハ・センターは彼に何をしたかといいます

と、手をつけて、足をつけて、歩行訓練をして、生活訓練をした。そして、生活機能が復活

したので、彼は非常に身だしなみにうるさい男だったのでこういう服をまた着せた。そして

彼の仕事は何かというとピーターパンとチャンバラすることなのですね。海賊船を指揮す

ることで、家族を呼んでまた船長として復活できるかと、彼が船長としての役目ができるな

らばというので、リハ・センターではさらに彼に戦闘訓練をさせる。そして、再びその能力

が回復したので彼は海賊船の船長として復帰して、ピーターパンと再び戦っている。その過

程がリハビリテーションということなのだよ。そういう説明をさせていただいております。

これには義手をつくる人、義足をつくる人、その訓練をする療法士たち、日々の生活を指導

するあるいは看護する看護師たち、膨大ないろんな職種の人間が携わるわけで、当然チーム

医療と、そしてチーム福祉という格好になっていくのだということでなければならない。普

通リハビリと言うとすぐ訓練ということになりますが、訓練というのは目的を達成するた

めの一手段にしかすぎないのであって、実はその目的、原因が例えば腎臓、心臓であるなら

ばそっちのほうの器材が当然必要になってくると。リハビリテーションというのは、先ほど

申し上げたように理念でございますけれども、その理念を達成するための手段がいろんな

のがあるのだと。ですから、リハビリテーション医療が存在しない科は産科ぐらいだと私は

思っております。 

 本リハビリテーションセンターは、実は昭和 62 年に建設命令が下されて、平成５年 10 月

に稼動を開始したというふうに聞いております。私が参加したのが平成６年の１月からで

ございます。ところが、これが実は未完成のリハ・センターではないかということです。 

 県が設置して財団が運営するという格好になっておりまして、財団の出捐は岩手県、医科

大学と、それから市町村会が出捐をしております。出捐金額は、岩手医科大学と岩手県医師

会が 500 万ずつ、市町村会が 1,000 万、残りが岩手県ということになってございます。 

 中身がこういう格好になっているのですね。診療部と研究開発部、地域支援部、教育研修



部。そして、機能回復療法部と看護部があると。こういう格好でこの地域社会に場を設けて

いただいて貢献しているということでございます。ところが、社会に戻す手段、地域社会と

の交流手段、それからテクノエイド供給、これは先ほどの船長の場合は義手と義足というこ

とになります。そして、その人がどういう生活をしているかという面のフィードバック機構、

こういう部分が本センターにはございません。すなわち、リハビリテーションを完遂するた

めのパーツの３分の２は欠落しているままの状態にございます。 

 これは何もリハ・センターの話だけではなくて、子供はそうなのですが、普通の方々が医

療を退院していった場合、どうしてもだめな場合授産施設であるとか、作業所であるとか、

元の会社とか、家庭に戻っていくわけですが、そうではない。なぜか。不適応であるとか、

不安とか、自信喪失があって戻ってきてしまう。戻ってきてしまう方々にまたそれなりの初

期訓練を施してまた戻す。そして、また戻ってきてしまうというふうな、ぐるぐると回って

スパイラル構造というのが実際のリハビリテーション医療でございます。ところが、今まで

皆さんの話を聞くと、みんな最初の一方通行、流れという格好で御説明なさる。実際はそう

ではないのですね。では、こういう格好に対応できているのか、残念ながらできていない。

現場でうまく調整しながらやっていくしかないという、そういう格好でございます。そして、

その人のためにもう少し時間が欲しいという場合に更生援護施設というのがあるのですけ

れども、本県の場合、私のほうでは今まで 16 年の間まず 50 人ぐらいを送り出している。そ

の人が社会に戻れるだろうと思っていたのですが、戻った人はついぞ聞かないということ

です。何やっているのか。 

 もう一つリハ・センターのお話しをいたしますと、診療部というのは 100 床ある病院形式

をとってございまして、回復期リハビリテーション療養病棟があって、大体年間 300 人の対

応ができる。自宅復帰率は７割ちょっと。どういう方いらっしゃるかというと、先ほどの手

帳と同じ配分になってございまして、脳卒中の方が 80％、脊髄損傷は県内で発生した 80％

がここにいます。脊髄損傷というのは、普通の病院で受けますとものすごく手間がかかるの

でちょっと受けられないですね。お金になりませんし。しようがないので、お金にならなく

てもやらなければならないリハ・センターがやる。技術も必要です。特別な技術が必要なの

ですね。それから、あと高次脳機能障害です。あと神経難病。そういう方々がいらっしゃる。

非常に特徴的なのは、平均年齢が非常に若いですね。10 歳ちょっと、場合によっては 80 歳

ぐらいの平均年齢というのもございます。その意味でリハ・センターは若い人が利用してい

る。なぜかといいますと、若年で社会復帰が期待される患者さんが選択されて私どもに紹介

されてくるというところがございます。それにこたえるように療法士の数が非常に多数に

なってございます。県下最大のリハ・センターということになってございます。 

 そして、障がいというのは重症から軽症までございます。そして、時間とともにいろいろ

変わっていく。医療だけでいいというような方は、診療とか、そういった格好で受けるので

すね。これは高次脳機能障害のモデルでございますが、その重症度と軽症度に合わせていろ

んなデバィスが並んでおりますが、本県の場合全部あるのですが、この辺はうまくいってい



ない。先ほどのスライドのように何でうまくいっていないかということで私ども調べまし

た。そうしたら、どうもこの辺の連携がうまくいっていないというところがございまして、

本来その療護施設でありますとうんとひどい人はここに、これは障がい者、若い人の特養で

ございます。こっちはデイサービスセンターとかそういうのが通常ございますね。そのほか

にまちの応援団とか歯科とか必要なのですが、みんないらっしゃるし、こういう施設もみん

なあるのですが、これがどうもうまくいっていない、流れていかない、調整する人がいない

のですね。調整するのはだれなのだと、ではうちが調整するのかというと、うちはやっぱり

その役目をしろと言われているわけではないのでやれていないということですね。ではや

ってしまうよと言いたいですけれども、それがちょっとなかなか難しいというところがご

ざいます。 

 例えばこれが正常の脊柱、背骨でございます。それがねじれてしまった。いつねじれるの

だと。子供のころにねじれてしまうのです。子供のころに病気になる。それが生まれたての

場合もあるし、あるいは数歳になってなる場合もあります。そういういろんな状況でなって

いる。そして、体がぎりぎりになってしまう。これは２次的な障害なのですね。麻痺が１次

的な障害であれば、このように体が曲がってしまうのは２次的な障害になります。ほかにど

んなものがあるかといいますと、手足が固まってしまう、短くなったり変形してしまう、ひ

ざが変なふうになってしまう。いろんな状況があるわけですが、そういうのをみんな麻痺に

起こった２次的障害と言っております。では、どうやってよくするのだということになりま

すと、例えば車いすでその人の緊張をうまくほぐしてやる。そして、一番ニュートラルな当

初に戻してやる、そういうふうなことをＣＴによって見る。高橋比奈子議員が去年支援して

くださったので導入が加速してよかったと思って感謝を申し上げておるところでございま

す。ところが、ＣＴにしろ、一番重要なリラクゼーションにしろ、補装具療法にしろ、こう

いったようなものが入ってきたのが実はここ数年なのですね。今までそれを知られていな

かった。なぜかこうなってしまっている、ということでございます。どんどん日々新しくな

っている。 

 これは今センターがどんなことをしているかということです。これは私どもがやってい

る地域支援事業なのですが、この中で私ども県から委託されて各県内のいろんな方々、直接

この領域に携わる方に現任研修をやっておるのですが、これは去年やったシーティング啓

発事業、これをやっている。ことしもやっておりますけれども、この中でアップ・ツー・デ

ートな、とにかくこれを身につけてほしいということを研修していただいて、この中で盛り

上がってきたなというのを要領にまとめて学会とか、研修会とかそういう格好でさらに高

めていただく。私どもの知らないこともいっぱいあるわけで、どんどんこれからそれを気づ

いてくれた方が新しい治療法、新しい対策方法を考えていただければベストなわけですね。

とにかく質はもう数でしか確保できませんから、いかにして自分たちの仲間をふやすかと

いうことが私どもの一理でございます。そのための研修会としていろいろさせていただい

て、もう 10 年以上になりますが、そこそこの効果は上げてきているということは確かでご



ざいます。 

 ここでもう一回強調したいのですが、最終医療の芽というのはどうするのだというふう

に思っている。だんだん年をとっていく子供を抱えた御両親、この辺をどうするかというこ

とになります。それから、患者から障がい者への転換拒否をする人、とにかくあなたはまた

働かなければならないのだよという、そういう働きかけを積極的にしていく仕組み、こうい

ったものが今後必要でございまして、必須でございますね。なぜかというと、収容していく

だけというのは、その人たちを間接的にばかにしていることになるわけですね。だから、収

容するだけでよいのかということ。であれば、今度は生活をどうやって再構築するのかとい

う問題があります。その意味で今の場合は福祉のほうもいろいろな方向、当事者同士が互い

に解決能力がないままで時間を過ごしていると。この状態をいつまで放置するのかという

のが私の感想でございます。 

 本県以外のリハ・センターはどうなっているかといいますと、この医療施設と、そして反

対側に福祉をびしっとやっていく、医療ベースの一緒にやっていく更生援護施設というの

がございます。これが間に更生相談所を挟んだ構造になっているのですね。そして、両方に

またがるテクノエイドセンターというものがあって、そして研究、行政課題でありますとか、

地域支援でありますとか、そういった私どもがやっているようなことを展開している。リハ

ビリテーションというのは、繰り返しますけれども、医療と福祉の複合体でありまして、障

害というのは時間とともにその方が生きている限り体って変わっていくのです。その障害

というものに対して、動的、時系列的に対応していかないと本当は対応していることになら

ないのですね。はい、では傷だからマーキュリー塗りましょうなんて、そういう瞬間的な話

ではないのですね。その意味で２次障害を予防できるというのはリハ・センター組織、こう

いうふうなシステムになったのはリハ・センター組織だけでございます。 

 まず、生体に関する医学的な発見というのは今も続いておりまして、例えば褥瘡。私らの

卒業した昭和 50 年ころ、病院にお金をもらえるバイトで、私が何を診療やっていたかとい

うと、ちょうどここのところ、あるいは肩甲骨に床ずれがあって、そこからこんな長いガー

ゼがぐるぐるっと入ってしまうのですが、そこにガーゼを詰めることだった。うみを外に吸

い出すことだったのですね。ところが、今そんな褥瘡どこにもありません。なぜか。看護師

さんが床ずれつくるのは看護の恥だということで、体位交換するようになったのですね。昔

の看護師さんは３時と 10 時にお茶を飲んでいたのです。今３時と 10 時にお茶を飲んでい

るなんていったら院長に言ってひっぱたきますね。働いているのだから。例えば、嚥下障害、

私昭和 62 年に恩師金谷教授の命で雑誌に総説を書きました。対策は何もございませんでし

た、そのころ、世界じゅうの文献を集めたのですが、今はございます。私どものホームペー

ジで調べていただけると、専門外来をつくっております。対応ができるようになっています

ね。高次脳機能障害もそうです。ずっと騒いできました。でも、それもリハビリやるように

なって初めて気がついたのですね、私。だから、知らない先生を責めません。どんどん進ん

でいくのですね。だけれども、そういう意識がないと新しい技術を取り込むことができない



し、それはみんなに還元することができないのです。だから、どんどんそういうことをやっ

ていく技術力というか、モチベーションを持った組織が必要なのですね。その流れでいくと

みんなそういうサービスを受けることができる。今嚥下障害に対して対応できない病院な

んかいっぱいあります。高次脳機能障害なんてなおできません。知らない病院の先生だって

いるのですよ。どうしてもばらつきが出てしまうのですね。対応も日々更新されているので、

やっぱりきちっとしたそういう組織が必要なのです。 

 例えば、この写真、同じ方でございます。皆さん、これ見てどう思われます。同じ人です。

これ最近かって皆さんお思いになりますよね。一番最近、この写真のうちどれだと思います

か。こっちだと思います。これ平成 17 年なのですね。何でかなということですね。この方

どういう方かというと、80 歳の男性で、今まで３回あたっているのですね。３回あたって、

２回目のときについにおうちにいられなくなって施設に収容されたのですね。そこの歯科

を担当している先生から紹介されてどうにかならないかと、すごく変わった御飯の食べ方

するから、あなた嚥下やっているのだから、ちょっとどうかしてくださいよって、平成 15

年６月８日にこちらに来られて、そして食べられるようになって、そして久しぶりというか、

ほんの何年かぶりに声を出したのですね。ある日、朝回診して、○○○さんとおっしゃるの

ですが、○○○さんと言ったら、何か私に呼びかけてきたのですね。ふっと見ると、あっ、

○○○さん、言葉しゃべれるようになったの。言葉をだすのは何年かぶりだったそうです。

そして、また再び歩けるようになって、また書けるようになってお帰りになりました。今は

自分史を書いていろんな俳句や短歌や何かをおつくりになって元気で暮らしておられると。

これが去年の夏に撮影された。きちっとリハビリすれば、最初の平成 11 年にこんな格好に

ならずに済んだわけでしょう。こういうふうになってしまったというのはだれが責任とっ

てくれるのですか。簡単になってしまうのです、みんな。あなた方だったらそうされたいで

すか。たとえ脳卒中になっても、こうなっていたいですよね。だれがいいと言ったのですか。

人手と時間とあと器材がかかるのですね。だけれども、我々だけではだめでみんなが協力し

てくれないとこれはできないのです。みんなが理解してくれないと。だから、その意味で医

療というのはやっぱりリハビリテーションも医療であって社会保障なのですね。その辺を

ちょっと考えていただければいいかなと思いますね。 

 これは私どもいろいろやっていることなのですが、去年からやっているのは排せつケア

ですね。だれでも隠しておきたい、でも隠しておきたいだけで済まないよねというのが排せ

つケアですね。今後はこういうものを次々と予定しています。これ今週の日曜日に第３回の

福祉のまちづくり、このアーケード街を使って皆さん方に最新の情報を提供するというイ

ベントをやりますので、皆様方ぜひ来ていただればいいかなと思っております。 

 今さらと思うのですけれども、医療費というと何か医者がポケットに入れているように

思われますが、医療費の半分というのは製薬会社とか器材メーカーとかいろんな業界に流

れていって、半分しか人件費としてもらっていない。そのほかにもまず膨大な数の看護師と

か、薬剤師とか、私のところですと何十人、50 人近い療法士がいるわけですが、そういう



人たちの給料になっていて私には全然入りません。強調しておきますけれども。みんな言い

ます。おまえ、よくあそこにいるねって。何やっているのって。もうあとおまえ余命幾らも

ないのだぞと言います。でも、私は障がい者を捨てたくない。気の毒だものね。病床数が足

りない、足りないと言うけれども、そんなことないのですね。これは厚労省がごまかしてい

るだけなのです。日本の病床数は、本当は今不確かなのです。いろんなことで区分けしてい

る。適当にやって、本当役人うまいなと思いますね。実は日本の病床数は多くないのですね。

あと皆さんに強調したいのは、私は脳外科医だったのですが、脳外科の手術料は、命かかっ

ているにもかかわらず 66 万円なのです。死ぬかもしれないですね、私が失敗すれば。死ん

だら訴えるのでしょう、みんな。それなのに何で軽自動車の 100 万円はぽんと出るのです

か。おかしいと思います。そして、パチンコ業界の総売上高 31 兆円です。文句言われてい

る医療費が 32 兆円です。おかしいでしょう。パチンコ業界の売り上げと。そして、手術代

66 万円しか払わずに何でお葬式だと 200 万とか 300 万だと払えるのですか。この葬儀産業

が 15 兆円もあるのですね。文句言われている、死んだ人にそんなにお金つぎ込んで恥です

よ、先祖供養は大事だけれども、生きている人のほうがもっと大事ではないですか。おかし

いですよね。家計費に占める医療費の割合ですが、Ｇ８の平均が 3.3％なのです。アメリカ

は 18％なのです。だから、病気になるとみんな低所得者層に転落してしまうのですね。中

間層がなくなってきつつあるのです。ちょっと病気すると、あっという間にその医療費に持

っていかれてしまう。そういう社会がいいのかということですよね。日本はどうなのかとい

うと、日本は 11.1％です。中間ですよね。もしかすると社会保障というのは公共事業かも

しれないですね。新しい公共事業と考えたほうがむしろいいかもしれない。そのほうがみん

な幸せになるのではないかなと思っている。道路も重要ですよ。道路がないと救急車は走れ

ませんから。その意味でみんな重要なのだけれども、公共事業のあり方を考えたほうがいい

のではないか、そういうふうに思います。思い切って意識を変えてしまったほうがいい。 

 最後のスライドでございますけれども、ちょっとこの場をかりて訴えたいなと思うのは、

いわてリハビリテーションセンターというのはいつになったら完成するのかということで

す。基本構想のこんな厚い冊子を実は私も持っておりまして、この基本構想の中に書かれて

いる 20 年前の現況と今は何も変わっていないですね。高齢の対策の介護の部分だけは制度

ができて整備はされました。だけれども、それ以外のことに関しては、そのときから進歩し

たのかというと全然変わっていない。単に収容しっ放しであります。若いのも年寄りも。そ

れで、今こそ未来志向の行動を起こすべきだと思うのですが、何か私のところに降ってくる

のは金の話ばかりで、よそのところ、神奈川県はお金持ちだからちょっと比較にならないの

ですけれども、神奈川県なんてこのリハ・センターに 300 億もぶち込んでいるのですよ、毎

年、300 億。横浜市だって 50 億に近いですよ。隣の秋田県だって 47 億ぶち込んでいるので

すよ。私は３億でがんがんいじめられます。どうにかせいと。本県にお金がないのは私も知

っております。ですから、私も頑張りました。半額以下に減らしました。それでもまだいじ

められております。そして、整備しなければならないのに、リハ・センターは完成していな



いのに稼げ、稼げと言われております。だけれども、実は目的を達成するのにそんなに大金

は必要かというと、そうではないのです。パーツがありますからね。統合してしまえばいい

のです。そして、もっとたくみな仕組みをつくればみんなが幸せになれる、そんなにお金は

要らない。多少のお金は要ります。だけれども、そんなに膨大なお金は要らないですね。 

 まず、その辺をひとつ先生方にお願いして、ちょっと長くなりましたが、お話を終わらせ

ていただきます。どうも御清聴ありがとうございました。 

○三浦陽子委員長 先生、ありがとうございました。今の現状、そして課題、岩手県にとっ

てリハビリテーションセンターの本当に重要な位置を占めていること、すごくよくわかり

ました。 

 これから質疑、意見交換を行います。その前に委員の皆さんを御紹介させていただきたい

と思います。向こうのほうから、千葉伝委員でございます。平沼委員でございます。工藤委

員でございます。高橋比奈子委員でございます。吉田委員でございます。小西委員でござい

ます。佐々木委員でございます。千葉委員でございます。斉藤委員でございます。伊藤委員

はちょっと席を外しております。 

 それでは、引き続き意見交換を行いますが、ただいま御講演いただきましたことに対しま

して質疑、御意見ございましたらお願いいたします。 

○千葉康一郎委員 大変いろいろ貴重なお話をいただきましてありがとうございます。ち

ょっとお伺いしたいのですが、平成５年にいわてリハビリテーションセンターが稼動した

ということで、それからずっと今まで同じようで、早く言えば他県と比較してかなりよくな

いというか、悪いというか、未完成だというお話を大変強調されておりました。そのことだ

けが非常に頭に残っております。そのずっと未完成となっている原因というのは、本質は何

なのかというのを先生からずばり言ってもらいたいのですが。というのは、これは認識の問

題なのか、あるいは制度上の問題なのか、さっき金はそう問題ではないというふうなお話な

のですけれども、それも入っているのか、そういうふうな内容をひとつ。先生はどうしたら

いいのか、その辺をずばり言ってもらえないでしょうか。どこにメスを入れればこのリハビ

リテーションセンターが完成するというか、大きく寄与するのか、その辺をちょっとお聞き

したいと思います。 

○高橋明講師 これは、最初の基本構想、書き物がございまして、また先ほどお示しした中

で、やっぱり国もそうですし、ほかの都道府県のリハ・センターもそうなのですが、保健と

福祉からお金が来ているのですね。そして、両方が希望する仕事をやらせられている。そう

いう格好になっておるのでございますが、本県の場合、これの建設命令が下ったときに残念

ながら医療と福祉は別な課で、その間の調整がつかなかったのですね。環境保健部というの

が医療を担当していて、生活福祉部が福祉を担当している。これの調整に手間取ってしまっ

て、医療だけでやっていくということが、そのときのある意味見切り発車の原因になってし

まって、ほかのところのようなあるべき姿がとれなかった。それが原因でございます。今は

保健福祉部という格好で統合されましたので、その枠組みの中で今度は課を超えてやって



いただければ、私どもとすれば本望かなと、こういうふうに思います。所轄が医療国保課に

なるのですね。それで、設立の最初のテーゼが来るべき高齢社会にも耐えるとなっておって、

長寿社会課が一番いろんな格好で私どもを使っていただいている。あと、障害保健福祉課は

従になっていて、保健福祉部全部と均等に使っていただければ、そういう組織になれば一番

いいかなというふうに、現場の者からすると思います。 

○千葉康一郎委員 わかったようでわからないなのですけれども、いわゆる今の現段階で

はそういう組織上の大きな問題にあるというふうに先生おっしゃりたいわけですね。 

○高橋明講師 この中に、18 ページのこの上の図でございますが、そういった格好になっ

ていれば一番オーケー、とりあえずはこういう格好になっていればいいのですが、今現在は

この医療施設だけがないのですね。 

○千葉康一郎委員 いわゆる環境福祉部内の連携というか、そういうようなものが…… 

○高橋明講師 うまくいかなかった。 

○千葉康一郎委員 とれていないと。今でもとれていないと。 

○高橋明講師 ええ。うちのに関してはですね。そこそこうまくいっているから続くのでは

ないかと思うのだけれども、それでだと思いますけれども。 

○三浦陽子委員長 よろしいですか。 

○千葉康一郎委員 ええ、わかりました。 

○斉藤信委員 リハビリセンターをつくられて 15 年ですかね。先生は、全然その当初と変

わっていないのだと。これは衝撃的な発言、それにしてもリハビリセンター大変重要な役割

を果たしていると思うのですが、急性期リハは中核病院、そしてリハ・センがあって、その

後の地域リハを担うところが私は全然見えないのですが、そこらの点でどうなのかと。今の

質問と絡むかもしれませんが、先生最後に統合が問題だと言った意味はどういうことか、統

合という点の意味をちょっと教えていただきたい。 

 あともう一つ、今、日数制限されましたね。これはＮＨＫでもかなり取り上げて、特に東

大名誉教授の多田富雄さんは大変切実な訴えを朝日新聞に出されて、本も出されて、鶴見和

子さんがその年に亡くなってしまうという大変深刻な事態が今も続いていると思うのです

が、回復リハはかなりやっても、しかし日数制限もあると。私は、その後の受け皿がないも

のだから、そういう点でいけばやっぱりリハビリ難民が毎年毎年今生まれている状況にな

っているのではないのか。いわば…… 

○高橋明講師 どんどんです。 

○斉藤信委員 そこらの、これはもう自民党に撤回してもらわないとだめなのだけれども、

ただこの多田先生その他の訴えを聞くと、学会は反対しなかったではないかと、こういうの

もあるのですよね、そういう意見もね。私は、医学的根拠は何もなかったと思うけれども、

しかしそれが社会保障費削減でもう削減対象になってしまってね、続いているというとこ

ろを、本当にこれも今打開しなくてはならないのではないか。介護の受け皿もないしという、

ちょっとこの２点だけお聞きします。 



○高橋明講師 やっぱり私自身は、リハビリ難民、介護難民がどんどん出てきているという

ことはもう確かで、どんどんいくだろうなと思いますけれども、結局その地域の中で、これ

って大変だよねっていう意識が、それに対して人に頼るのではなくて、昔は全部地域の中で

うまくやっていたのですね、何らかの格好で。もちろん長く生きた方が多くはなかったので、

障害を受けられた方自身が本当まれだったのではないかなと、こういうふうに思いますけ

れども、障害へいく前に死んでしまっていたのですね。最初のあたった時点で亡くなったと

いうこともあるのですが、その意味で遺伝性というところもあると思うのですが、であるな

らば余計に人間、病気というのは文明がつくるのだという、最初の、社会学者のシゲリスト

が言ったように、その文明があるところの地域社会、外部が地域社会ですから、これがどう

いうふうに考えるかという、そこが重要で、そこの地域社会の意思によってその人たちをど

うするか、そのための人を呼ぶというのがやっぱり私は先にあってしかるべきではないか

なと、こういうふうに思いますね。それがやっぱり並行しないと、どんどん医療に携わる者

も疲れてしまいますよね。やってくれないではない、僕らやってくれないと言われるばかり

で、もうある意味厚労省のウ飼いの身です。きゅっとしめれば何もできないですよ。ひどい

ではないか、ひどいではないかと言われたってどうにもならない。厚労省に何か言うのはや

っぱり世間なので、どうするのだよという地域社会の声が先行しないと、もう自分たちで無

理ですよ。我々はインフラですよ。 

○三浦陽子委員長 統合についてもですね、斉藤委員、統合という意味。 

○高橋明講師 統合の意味は、結局何らかの格好で、ほかはみんなこれでうまくいっている

わけですよね。余り大してストレスなく。ただ、やっぱり今いる職員がきっちりそのことを

わかって、ある意味その仕組みを超えて一生懸命やっているうち、やられているうちはいい

のですけれども、それみんなやがて引退しますので、そういうところから来たのが幹部職員

ほとんどですので、彼らがやめていったときにあるべき姿がわからないわけです。例えば、

ではこれで自分の足でやっていきなさいよと言われてしまった場合に、こっちの福祉の部

分というのは全く採算合わない部門なのでやれませんよ。そうなるといわゆる病院機能だ

けになってしまって、そこまではやってくれるのがなくなってしまう。やっぱり形を、おま

えの仕事はこういう仕事だよということを機構の意味でびしっと残すという、それが今必

要ではないかな。だから、物があるのです。例えば、更生の施設というのは更生局というの

がちゃんと別に、その更生相談センターの中に更生相談所というのがありますので、そして

テクノエイドセンターもあのビルの４階だかにあるのです。だれも行かない、忘れ去られた

存在として。そういうのもちゃんとあるものを仕事するようにどんどんくっつけてしまえ

ばいい。同じく、その敷地の中に。そして、こういうシステムでやろうなとわかるような仕

事ということがやっぱりわからないと、若いやつも職員も入れかわっていったときにそい

つらもわからなくなってしまう。自分もそうやっている。それではだめです。若いころはま

ず自分が頑張ればいいと思っていましたが、だけれども私これで 10 月来ると還暦なのです。

だんだん自分も死ぬのだなとわかってきましたので、まず今のうちにちゃんとしておかな



いとまずいなと。これ先生方にお願いするしか。 

○三浦陽子委員長 よろしいですか。そのほかにございませんでしょうか。それでは、私も

きのう常任委員会で、先ほどちょっとお話ししたのですけれども、県立療育センターのほう

に伺ったときに、そこでやはりリハビリテーションセンターとその機能分担をしたほうが

いいのではないかというような提言がたしか、千葉委員長のもとでいろいろお話があって、

そこにつきましてちょっと先ほど時間あったときお伺いしたとき、今の統合ということを

お話しされたと思うのですけれども、やはりリハビリテーションセンターと県立療育セン

ターをもっと包括的に取り込んだ組織をつくったほうがいいと。 

○高橋明講師 私はむしろ、今してしまったほうがいいと考えています。そのほうが資源的

に無駄がない。全然違うものなのですね、療育とリハビリというのは。例えば、先ほどもち

ょっと委員長、さっきのごあいさつで申し上げたのですが、私のところで来たやつで一番小

さいのが２歳が来ているのですが、例えば小学生あたりというのが時々来るのですが、小学

生ぐらいですと何で前のようにできないのだ。リハビリの患者みんなそうなのです。前のよ

うにできない、以前のようにできないと。だけれども、療育だとそういう前という経験がな

いので、ほかの人生を歩んだことがないので比較するものがないわけです。こうだと言われ

ると、ああ、そうですかと言われて、むしろ彼らの場合は障がい者という垣根をなくしてい

くということが大事です。障がい者だという、小さいころから言われているというか、何だ

かよくわからないけれども、障がい者と言われる存在なのだと思い込ませている。だけれど

リハビリテーションの場合は、必ず元気だったときの前の自分というのと現在の自分を比

較しますので、違うのだけれども、そこのところをちゃんときちんと考慮した上で、同じ資

材を使っていく、資源を使っていくというのが、むしろお金の問題の前にそれが重要ではな

いかと思います。お金あるのだったらこれでもいいですけれども。 

○三浦陽子委員長 それでは、そろそろ時間となりましたので、ほかにないようでしたら本

日の調査はこれをもって終了いたしたいと思います。 

 高橋先生、本当に本日はお忙しいところまことにありがとうございました。本来ならばリ

ハビリテーションセンターに出向いて皆さんといろいろとお話ししたかったところだった

のですが、こんな形の機会を設けていただいてありがとう存じます。先生の御活躍を心から

お祈り申し上げます。本当にありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様には、次回の委員会運営などについて御相談がありますので、しば

しお残り願います。 

 次に、１月に予定されております次回の当委員会の調査事項についてでありますが、御意

見などはございませんでしょうか。 

○斉藤信委員 医師不足と、あと恐らく１月であれば公立病院再編のプランの指針ですか

ね、県立病院の再編の計画も出ているでしょうから、ぜひそういうテーマでやっていただけ

ればと。 

○三浦陽子委員長 そのほかにございませんか。それでは、今いただきました御意見を踏ま



え決定したいと思います。なお、詳細につきましては当職に御一任願います。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。

どうもお疲れさまでございました。ありがとうございました。 


